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ごあいさつ 

今年の7月で一般社団法人機密情報抹消事業協議会（以下「協議会」という。）を設立して2年が経過します。

協議会は、機密抹消の健全な市場の形成に寄与するという目的に照らして公益追求型の定款規定を採用しました。

そのため、会費をはじめセミナーの開催や会員研修などその設立目的に即した活動は非課税となっています。そ

うした中、平成28年度はツール開発部会を設置し、協議会のPRツールとしてのノベルティ（オリジナル付箋）

や機密抹消管理票などを作製・販売しました。これらのツールは収益事業に該当するため課税対象となります。

こうした収益事業はより充実した活動を行うためには資金が必要であると判断したためです。 
ツール販売に加えて、平成28年度は、定例の自己点検、意見交換会（会員研修）、会報の発行のほか、新規事

業として地域セミナーへの参加、海外調査及び海外視察を実施しました。地域セミナーは、排出事業者を対象と

したもので、協議会役員等が講師として参加し、機密抹消事業の現状とあり方を解説することを主目的としたも

のです。海外視察は、協議会の事業目的の一つである海外との情報交換の一環として実施したものです。 
平成 29 年度は、新規事業として会員の現場研修を計画に含めました。これは、会員希望者が定置式破砕や溶

解など機密抹消施設を訪問して行う研修で、会員の機密抹消事業や自己点検作業の参考にすることを狙ったもの

です。現場研修とは別に、排出事業者を対象とした地域セミナーへの講師としての参加や協議会が主催するセミ

ナーを実施する予定です。また機密文書の排出事業者を対象とした意識調査を計画しています。これは公益財団

法人古紙再生促進センターの提案に応じた企画で、同センターと連名で調査を行います。 
今年度も、協議会の活動目的に沿った事業を継続していく予定ですので、会員の皆様の支援と協力の程、よろ

しくお願いいたします。 

平成29年6月22日 

一般社団法人機密情報抹消事業協議会 
代 表 理 事   大久保 薫 

 
 

協議会役員 
 
大久保 薫 理事長 株式会社大久保 
昇塚清謙 副理事長 王子エコマテリアル株式会社 
横山教之 副理事長 株式会社丸升増田本店 
加藤達也 専務理事 興亜工業株式会社 
石川喜一朗 監事 株式会社石川マテリアル 
小六信和 監事 明和製紙原料株式会社 
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平成28年度事業報告書 

平成28年度は、「リサイクル対応型機密文書ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の普及及び一般

社団法人機密情報抹消事業協議会（以下「協議会」という。）の活動の周知、会員の拡充などを目的に、地域セミ

ナーに講師として参加するとともに、会員の意見や要望を踏まえて協議会オリジナル・ツールを作成し、希望者

に販売しました。ツール開発の一つとして、「機密抹消管理票」及び「契約書ひな形」を作成し、会員に販売・提

供を始めました。また、意見交換会の一環として「自己点検結果と解説」をテーマに研修会を開催しました。海

外との情報交換では、EU、スウェーデン及びスイスを対象に海外調査を実施し、その一環として視察調査を実

施しました。 
1 自己点検の実施 
自己点検要領Ver.2.0 を使用し、4 月～5月にかけて正会員による自己点検を実施し、平成 27 年度自己点検結

果との比較および未達成項目の達成状況を確認しました。指定期間に自己点検を完了した正会員名を、協議会ホ

ームページで公表しました。 
2 会報の発行 
機密情報の管理と抹消に関連する情報を収集し、会報『機密抹消』（春号と秋号）を発行しました。会報の内容

は、専門性の高い情報という考え方を基本として、国内外の動向を踏まえた情報を収集し編集しました。 
3 会員研修（意見交換会） 

4 月～5 月にかけて実施した自己点検では、自己点検要領 Ver.2.0 の解釈等の間違いなどが見受けられました。

こうした状況を踏まえて、11 月 7 日に東京ウイメンズプラザにて、意見交換会を兼ねた会員研修を行いました。

この研修会には、賛助会員及びユーザー会員も含めて59名が参加しました。 
4 ツール開発 
会員の希望者をメンバーとするツール開発部会を設置し、ツール開発を開発・作成し会員に提供・販売を開始

しました。販売を開始したツールは、「会章」、「協議会オリジナル付箋」、「機密抹消管理票」です。また、「機密

抹消管理票」とセットで使用する「契約書ひな形」3 種を作成し、協議会ホームページ（会員専用）を通じて公

表しました。 
5 認証制度導入の検討 
認証制度は、排出事業者などの協議会に対する信頼性を高めるために不可欠であるという認識のもとに、機密

情報抹消プロセスの日本工業規格化（JIS）も含めて協議会に相応しい認証制度のあり方を検討しました。JIS
規格は、その性格上会員以外（非会員）にも使用可能であるため、協議会の独自性が損なわれる可能性が高いこ

とから、協議会がスキームオーナーととなり、独自に認証する「団体認証」が望ましいという結論に達し、今後

の導入作業を継続することとしました。 
6 地域セミナー 
他団体主催の地域セミナーに講師として参加し、東京（2件）、北海道（1件）及び鹿児島（1件）の3地域で

ガイドラインの普及及び協議会活動の周知を主目的に機密抹消事業のあり方を説明しました。 
7 海外調査 
スウェーデン及びスイスを対象国として、機密情報抹消市場及び資源リサイクルをテーマに海外調査を実施し、

その結果を「海外調査報告書」に取りまとめ、協議会ホームページ（会員専用）に掲載しました。調査方法は、

文献調査を基本とし、12月に会員の参加希望者による現地視察を行いました。 
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平成28年度収支決算 
【正味財産増減計算書】 

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 
一般社団法人機密情報抹消事業協議会 

(単位：円)

収支計算（現金主義）
（収入の部） Ⅰ 経常収益

1. 5,862,244

2． 雑収益 28

3. 懇親会収入 528,000

4． 会章収入 324,500

5． 海外視察収入 6,756,000

6. 収益収入 1,017,139

期末棚卸 426,000

　　経常収益計 14,913,911

（支出の部） Ⅱ 経常費用

1.

印刷費 1,337,221

会議費 181,105

旅費交通費 522,654

郵送費 16,942

6,335,100

23,097

0

8,416,119

2.

印刷費 238,475

会議費 683,372

旅費交通費 166,542

郵送費 124,379

消耗品費 33,195

会場費 161,618

委託費 5,188,000

支払報酬 259,200
ホームページ管理費 7,642

59,628

0

6,922,051

　　経常費用計 15,338,170

　　経常外費用

　　　法人税・住民税及び事業税 80,700

（当期収支差額） △ 504,959

（次期繰越収支差額） △ 118,604

当期正味財産増減額

次期繰越正味財産額

（1）経費

雑費

その他経費計

管理費計

その他経費計

事業費計

管理費

（1）経費

委託費

科　　　　　目

雑費

管理収入
会費収入

事業収入

事業費
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【貸借対照表】 
平成29年3月31日現在 

一般社団法人機密情報抹消事業協議会 
(単位：円)

当期末
Ⅰ資産の部

１流動資産

現金 0

普通預金 334,735

売掛金 301,755

商品 426,000

立替金 14,182

流動資産合計 1,076,672

資産合計 1,076,672

Ⅱ負債の部
１流動負債

未払金 1,114,576

未払法人税等 80,700

流動負債合計 1,195,276

負債合計 1,195,276

Ⅲ正味財産の部
前期正味財産 386,355

当期正味財産増加額 △ 504,959

正味財産合計 △ 118,604

負債および正味財産合計 1,076,672

科　　目
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平成29年度事業計画（案） 

平成 29 年度は、機密情報抹消の基準の確立に向けて、正会員を対象とした第 3 回自己点検、機密抹消セミナ

ー、紙媒体の機密文書に関する実態調査、会員向けのツール開発、会報の発行などを行うとともに、昨年度に引

き続き認証制度の導入に向けての準備を進めます。また、平成 28 年度に設置した「ツール開発部会」を「企画

部会」に組織変更し、ツール開発に加えて理事長の特命事項の企画及び実施を行う組織とします。 

1 自己点検の実施 
自己点検要領Ver.3.0を使用し、5月～6月にかけて正会員による第3回自己点検を実施し、平成28年度自己

点検結果との比較および未達成項目の達成予定の確認をします。指定期間に自己点検を完了した正会員は、協議

会ホームページで公表します。 
2 会報の発行 
機密情報の管理と抹消に関連する情報を収集し、会報『機密抹消』（春号と秋号）を発行します。会報の内容は、

専門性の高い情報という考え方を基本として、国内外の動向を踏まえた情報を収集し編集するものとします。 
3 会員研修 
会員の現場担当者の機密抹消事業及び関連施設への理解を深め、事業活動の参考にするため、定置式施設及び

溶解施設など施設視察を中心とする会員研修を実施します。会員研修の企画及び実施は、企画部会（後述）が行

います。 
4 機密抹消セミナー 
昨年度に引き続き全国の経済団体などが主催するセミナーへの講師としての参加や協議会が主催するセミナー

を開催し、機密文書の適正処理の普及及び協議会の活動を紹介します。これらのセミナーは、原則として会員及

び非会員を対象とします。 
5 紙媒体の機密文書に関する実態調査 
公益財団法人古紙再生促進センターとの共同事業として、全国約6,000事業所を対象に「紙媒体の機密文書に

関する実態調査」を実施します。この実態調査を通じて、リサイクルに配慮した文書管理と廃棄、処理方法（破

砕・直接溶解・焼却等）、アウトソーシングする場合に重視する事項などについて全国的な傾向及び従業員規模、

業種、地域特性等を把握し、調査結果を報告書に取りまとめて、会員に送付します。 
6 企画部会の設置 
平成28年度に会員向けのツール開発を主目的として設置した「ツール開発部会」を組織変更し、「企画部会」

とします。企画部会では、ツール開発を継続して行うとともに、今年度予定している会員研修等、必要に応じて

協議会事業の企画及び運営を担当します。また、企画部会の業務内容の拡大に伴い、適宜部会参加希望者を募集

しメンバーの増強を行います。 
7 認証制度 
平成 28 年度は、関連機関へのヒアリング等を通じて協議会の認証制度のあり方を検討しました。日本工業規

格化（JIS 化）についても検討しましたが、JIS はその性格上オープンな規格であるため、会員のメリットにな

りにくいことから、自己点検の延長として団体規格とし、協議会の独自認証が望ましいという結論に達しました。

平成29年度は、要求事項の内容など具体化に向けて検討します。 
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平成29年度収支予算（案） 

(円)

1 前年度繰越金 △118,604 1 事業費 4,870,000
会場費 250,000

2 会費 6,568,000 会議費 700,000
(現会員) 印刷費 300,000
 正会員 77 4,620,000 旅費・交通費 500,000
 賛助会員 20 600,000 講師謝金 100,000
 ユーザー会員 4 48,000 新聞図書費 20,000
 合計 101 5,268,000 機密抹消セミナー開催費 3,000,000
(新規会員)
正会員 10 1,300,000

2 管理費 390,000
3 懇親会費 600,000 サーバーレンタル料 10,000

ホームページ管理費 0
郵送費 200,000

3,600,000 消耗品費 30,000
雑費 50,000
法人税等 100,000

5 ツール販売 600,000
3 業務委託費 6,070,000

6 会員研修登録費（参加費） 180,000 事務委託費 4,320,000
税理士報酬 300,000
司法書士報酬 100,000
弁理士報酬 50,000
会報作成費 1,200,000
自己点検入力集計 100,000

4 次年度繰越金 99,396

合計 11,429,396 合計 11,429,396

収入 支出

入会金＋6ヶ月会費

4 機密抹消セミナー参加費等
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会 員 名 簿 
会員名簿平成 29 年 5 月 20 日現在 

正会員 
会員番号 会員名 所在地(本社) 

R140001 (株)大久保 116-0014 東京都荒川区東日暮里 1-40-5 
R140002 明和製紙原料(株) 700-0941 岡山県岡山市北区青江 1-20-26 
R140003 (株)石川マテリアル 466-0807 愛知県名古屋市昭和区山花町 124 番地 
R140004 王子マテリア(株) 104-0061 東京都中央区銀座 4-7-5 
R140005 栗原紙材(株) 116-0014 東京都荒川区東日暮里 1-27-9 
R140006 興亜工業(株) 417-0847 静岡県富士市比奈 1286 の 2 
R140007 鶴見製紙(株) 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 8-1-10 
R140008 (株)丸升増田本店 060-0007 北海道札幌市中央区北 7 条西 15 丁目 28 番 11 号 
R140009 (株)ペーパーリサイクリング 830-0061 福岡県久留米市津福今町 371-2 
R140010 (株)新井商店 110-0003 東京都台東区根岸 5-14-13 
R140011 (株)紙資源 812-0051 福岡県東区箱崎ふ頭 4-1-37 
R140012 (株)リパック 112-0001 東京都文京区白山 4‐30‐12 
R140013 (株)都市環境エンジニアリング 135-0042 東京都江東区木場五丁目 6 番 35 号 
R140014 (株)エコペーパーJP 488-0031 愛知県尾張旭市晴丘町東 82 番地 1 
R140015 王子斎藤紙業(株) 160-0022 東京都新宿区新宿 1-34-8 
R140016 (株)テコルト 133-0063 東京都江戸川区東篠崎 2-3-2 
R140017 (株)仙台リサイクルセンター 981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字福沢後 1 番地の 1 
R140018 九州共同(株) 892-0823 鹿児島県鹿児島市住吉町 8-1 
R140019 大豊製紙(株) 509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺 252-1 
R140020 レンゴー(株) 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 16 番 1 号品川イーストワンタワー 
R140021 (株)角商店 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町 1 丁目 12 番 20 号 
R140022 (株)斎藤英次商店 277-0005 千葉県柏市柏 6-1-1 
R140023 (株)ミムラ 700-0942 岡山県岡山市南区豊成 1-8-8 
R140024 (株)古江商会 733-0032 広島県広島市西区東観音町 30-8 
R140025 (株)日本シュレッダーサービス 123-0853 東京都足立区本木 1-1-18 
R140026 ジンエイジェント(株) 504-0005 岐阜県各務原市那加柄山町 103-7 
R140027 (株)宮崎 452-0911 愛知県清須市西須ケ口 93 
R140028 (株)大久保東海 444-0202 愛知県岡崎市宮地町字北浦 33 番地 
R140029 美濃紙業(株) 120-0044 東京都足立区千住緑町 3 丁目 18 番 16 号 
R140030 (株)開発紙業 420-0923 静岡県静岡市葵区川合三丁目 20 番 43 号 
R140031 松岡紙業(株) 416-0931 静岡県富士市蓼原 110 
R140032 リプロ(株) 500-8842 岐阜県岐阜市金町 5 丁目 11 番地 
R140033 (株)セキュア・ペーパー・リサイクル 507-7204 岐阜県恵那市長島町永田 307-56 
R140034 (株)名古屋北勢商事 462-0057 愛知県名古屋市北区平手町 1 丁目 29 番地 
R140035 北勢商事(株) 511-0081 三重県桑名市片町 29 
R140036 大誠商事(株) 510-0052 三重県四日市市末広町 9 番 18 号 
R140037 名古屋紙業(株) 486-0918 愛知県春日井市如意申町 7 丁目 3 番地の 4 
R140038 興亜商事(株) 464-0083 愛知県名古屋市千種区北千種一丁目 8 番 26 号 
R140039 北昭興業(株) 059-0923 北海道白老郡白老町北吉原 159 番地 3 
R140040 (株)ジェーピー北海 060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1 番地 
R140041 (株)井土商店 444-0057 愛知県岡崎市材木町 1 丁目 46 番地 
R140042 (株)佐久間 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 716-2 
R140043 札幌三信倉庫(株) 003-0006 北海道札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 2 番 30 号 
R140044 北海紙管(株) 004-0841 北海道札幌市清田区清田 1 条 1 丁目 7 番 23 号 
R140045 (株)ブシュ― 352-0011 埼玉県新座市野火止一丁目 13 番 41 号 
R140046 (株)丸興佐野錦一商店 416-0946 静岡県富士市五貫島 546 番地 
R140047 (株)マテック 080-2461 北海道帯広市西 21 条北 1 丁目 3 番 20 号 
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R140048 (株)モリオト 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町532 
R140049 (株)アイ・エコロジー 135-0024 東京都江東区清澄3-3-22 
R140050 (株)故紙センタートヨタ 422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田3丁目10番16号 
R140051 (株)二見 250-0005 神奈川県小田原市中町3-13-22 
R140052 永田紙業(株) 369-1101 埼玉県深谷市長在家198 
R140053 金沢紙業(株) 921-8031 石川県金沢市野町4丁目6番42号 
R140054 コアレックス信栄(株) 421-3306 静岡県富士市中之郷575-1 
R140055 (協)長崎市古紙リサイクル回収機構 851-1133 長崎県長崎市小江町1番地10 
R140056 (株)一般紙原料島田商店 930-0816 富山県富山市上赤江町2-2-50 
R140057 (株)ハイグレード21 331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-397-2 
R140058 (株)坪野谷紙業 323-0013 栃木県小山市荒井566 
R140059 (株)兼子 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町990 
R140060 (有)関東実行センター 323-0042 栃木県小山市大字外城157番地3 
R140061 (株)リバース 590-0526 大阪府泉南市男里四丁目33番7号 
R140062 (株)増田喜 910-0021 福井県福井市乾徳2丁目6番6号 
R140063 (株)丸佐商店 984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町25番60号 
R140064 (有)丸昭 上川原商店 084-0907 北海道釧路市鳥取北5丁目6番6号 
R150065 大王製紙(株) 104-8468 東京都中央区八重洲2-7-2 
R150066 (株)伸和産業 036-8052 青森県弘前市大字堅田一丁目4-2 
R150067 (株)樋口敦郎商店 690-0021 島根県松江市矢田町250-84 
R150069 新港リサイクル(株) 983-0001 宮城県仙台市宮城野区港一丁目20番地5 
R150070 (株)カネシロ 791-0054 愛媛県松山市空港通五丁目7番2号 
R150071 コアレックス道栄(株) 044-0077 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫283番地 
R150072 (株)産業廃棄物処理センター 077-0027 北海道留萌市住之江町1丁目27番地 
R160073 (株)アイクリーン 960-8032 福島県福島市陣場町2番20号 
R160074 (株)高良 975-0007 福島県南相馬市原町区南町1丁目93番地 
R160075 (株)道環リサイクル 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央89番地4 
R160076 日本製紙(株) 関東工場 101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 
R160077 (株)山傳商店 984-0805 宮城県若林区南材木町59番地 
R160078 (株)齋武商店 986-0833 宮城県石巻市三河町七番四 
 
賛助会員 
会員番号 会員名 所在地(本社) 
S140001 (公財)古紙再生促進センター 104-0042 東京都中央区入船3丁目10番9号 
S140002 (株)須賀 116-0014 東京都荒川区東日暮里2-28-11 
S140003 (有)タイホ―荷役 489-0975 愛知県瀬戸市山の田町43-181 
S140004 (株)昭和 134-0091 東京都江戸川区船堀2-23-21 
S140005 (株)明光商会 104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 
S140006 (株)御池鐵工所 720-2124 広島県福山市神辺町川南三ノ丁396-2 
S140007 (株)大善 417-0061 静岡県富士市伝法496-1 
S150008 全国RDVシステム協議会 984-0816 宮城県仙台市若林区河原町1丁目3-24 
S150009 ウエノテックス(株) 949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎7396-10 
S150010 (株)サイリス 105-0004 東京都港区新橋1丁目9番6号 
S150011 全国製紙原料商工組合連合会 110-0015 東京都台東区東上野1-17-4 
S150012 関東製紙原料直納商工組合 110-0015 東京都台東区東上野1-17-4 
S150013 (株)HBA 060-0004 北海道札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 
S150014 キヤノンビジネスサポート(株) 108-8011 東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー 
S150015 渡辺鉄工(株) 839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 
S160016 晃立工業(株) 708-1117 岡山県津山市草加部1147 
S160017 日本製紙連合会 104-8139 東京都中央区銀座3-9-11 
S160018 中部製紙原料商工組合 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 
S160019 (株)サカエ 105-0004 東京都港区新橋1-11-4 
S160021 (株)エコ・マイニング 276-0022 千葉県八千代市上高野1780番地 
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ユーザー会員 
会員番号 会員名 所在地(本社) 
U140001 (株)データ・キーピング・サービス 101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 
U140002 (株)須田製版 063-8603 北海道札幌市西区二十四軒2条6丁目1-8 
U150003 山藤三陽印刷(株) 063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条4丁目16-1 
U150004 三井住友海上火災保険(株) 101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 
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一般社団法人機密情報抹消事業協議会 定款 

第1章  総  則 
(名称) 

第1条  この法人は、一般社団法人機密情報抹消事業協議会と称し、英文では、the Association for Information 
Destruction Business of Japan Inc.と表示する。 

(事務所) 
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 

第2章  目的及び事業 
(目的) 

第3条  この法人は、セキュリティ及びリサイクルに配慮した機密情報抹消事業を奨励し、推進することにより、

機密情報抹消市場の健全な発展に寄与することを目的とする。 
(事業) 

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1) リサイクル対応型機密文書処理ガイドラインの普及啓発 
(2) リサイクル対応型機密文書処理ガイドラインの改訂 
(3) 機密情報抹消に関する情報収集及び提供 
(4) 機密情報抹消に関する調査研究 
(5) 機密情報抹消に関する海外機関との情報交換 
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

第3章  会  員 
(会員の構成) 

第5条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一

般法人法」という。)上の社員とする。 
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した機密情報抹消事業を行う法人 
(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人 
(3) ユーザー会員 この法人の事業に賛同し機密文書を排出する個人又は法人 

(入会) 
第6条  会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申請書により申し込み、理事会の承認を得

るものとする。 
2 正会員の入会申請にあたっては、既存の正会員の推薦を必要とし、理事会が別に定めるリサイクル対応型機

密文書処理ガイドラインを遵守する誓約書を理事長に提出しなければならない。 
(入会金及び会費) 

第7条  会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
(任意退会) 

第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。 
(除名) 

第9条  会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の

議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。 
(1)  この定款その他の規則に違反したとき。 
(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(3)  その他除名すべき正当な事由があるとき。 
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 (会員資格の喪失) 
第10条  前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 

(1)  第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。 
(2)  総正会員が同意したとき。 
(3)  死亡し、又は解散したとき。 

2 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。 

第4章  社 員 総 会 
(構成) 

第11条  社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 
(権限) 

第12条  社員総会は、次の事項について決議する。 
(1)  会員の除名 
(2)  理事及び監事の選任又は解任 
(3)  理事及び監事の報酬等の額 
(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 
(5)  定款の変更 
(6)  解散及び残余財産の処分の承認 
(7)  その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 

(開催) 
第13条  この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3

か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 
(招集) 

第14条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 
2  総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集

の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 
(議長) 

第15条  社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 
 2 理事長に事故等による支障があるときは、副理事長が議長に当たる。ただし、副理事長が欠員、又は副理

事長に事故等による支障があるときは、当該社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。 
(議決権) 

第16条  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 
 (決議) 

第 17 条  社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有す

る正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 
2  一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当

たる多数をもって行う。 
(書面決議等) 

第 18 条  社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は一般法人法所定の電磁的方

法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 
2  理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会

員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決

議があったものとみなす。 
(議事録) 

第19条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 
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 (社員総会運営規則) 
第 20 条 社員総会に関する事項については、法令又は本定款に定めるものの他、社員総会において定める社員

総会運営規則による。 

第5章  役  員 
(役員) 

第21条  この法人に、次の役員を置く。 
(1)  理事  3名以上10名以内 
(2)  監事  1名以上5名以内 

2  理事のうち、1名以上を代表理事とし、5名以内を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理

事とすることができる。 
(役員の選任等) 

第22条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 
2  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
3 理事会の決議によって、代表理事のうち 1 名を理事長に選定する。代表理事が 1 名の場合には当該代表理

事を理事長とする。 
4 前項の他、理事会の決議によって、会長 1 名、副理事長 2 名以内、専務理事・常務理事各若干名を理事の

中から選定することができる。ただし、副理事長及び専務理事・常務理事は業務執行理事の中から選定する

ものとする。 
5  監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 
6 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理事

と政令で定める特別の関係にある者を含む。）の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監

事についても、同様とする。 
7 他の同一の団体（公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。）の理事又は使用人であ

る者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の

総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 
(理事の職務及び権限) 

第23条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 
2  代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表とし、その業務を遂行し、業務執行

理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
(監事の職務及び権限) 

第24条  監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査する

ことができる。 
(役員の任期) 

第 25 条  理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。 
2  監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時ま

でとする。 
3 増員として選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。 
4  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
5  理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任

期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事

としての権利義務を有する。 
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(役員の報酬等) 
第 26 条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定

める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等と

して支給することができる。 
(取引の制限) 

第 27 条  理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を

開示し、その承認を受けなければならない。 
(1)  自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 
(2)  自己又は第三者のためにするこの法人の取引 
(3)  この法人がその理事の責務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事

との利益が相反する取引 
2  前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなけ

ればならない。 
(責任の一部免除又は限定) 

第 28 条  この法人は、一般法人法第 114 条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害

賠償責任を、法令の規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。 
2  この法人は、一般法人法第 115 条第 1 項の規定により、非業務執行理事又は監事との間で、任務を怠った

ことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令の定める額とする。 

第6章  理 事 会 
(構成) 

第29条  この法人は理事会を設置する。 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
(権限) 

第30条  理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。 
(1)  業務執行の決定 
(2)  理事の職務の執行の監督 
(3)  代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 
(4) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事並びに会長の選定及び解職 
(5)  社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 
(6)  規則等の制定、変更及び廃止 

 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 
 (1) 重要な財産の処分及び譲受け 
 (2) 多額の借財 
 (3) 重要な使用人の選任及び解任 
 (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 
 (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確

保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 
 (6) 第28条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結 

(開催) 
第31条  通常理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。 

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
(1)  理事長が必要と認めたとき。 
(2)  理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 
(3)  前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事

会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 
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(4)  監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があっ

たとき。 
(5)  前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事

会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。 
(招集) 

第32条  理事会は、理事長が招集する。 
2  理事長に事故等による支障があるときは、副理事長が理事会を招集する。ただし、副理事長が欠員、又は

副理事長に事故等により支障があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。 
3  理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。 
(議長) 

第33条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。 
 2 理事長に事故等による支障があるときは、副理事長が議長に当たる。ただし、副理事長が欠員、又は副理

事長に事故等による支障があるときは、当該理事会において出席した理事の中から議長を選出する。 
  (定足数) 
第34条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
  (決議) 
第 35 条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 
2  決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 
(決議・報告の省略) 

第 36 条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に

加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可

決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 
 2 理事又は監事が、理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その

事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、

この限りではない。 
(議事録) 

第37条  理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、

前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。 
(理事会運営規則) 

第 38 条  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事

会運営規則による。 

第7章  基  金 
(基金) 
第39条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 
2 基金は社員総会が別途定める期日まで返還しないものとする。 
3 基金の返還手続きについては、一般法人法第141条又は同法236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び

方法その他必要な事項を理事会又は清算人において別に定めるものとする。 

第8章  計  算 
(事業年度) 

第40条  この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 
(事業計画及び収支予算) 

第 41 条  この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事

会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
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2  前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(事業報告及び決算) 

第 42 条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、そ

の内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。 
(1)  事業報告 
(2)  事業報告の附属明細書 
(3)  貸借対照表 
(4)  損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
2  前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所

に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(余剰金の不分配) 

第43条  この法人は、余剰金の分配は行わない。 

第9章  定款の変更、解散及び精算 
(定款の変更) 

第 44 条  この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に

当たる多数によって変更することができる。 
 
(解散) 

第 45 条  この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に

当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 
(残余財産の帰属) 

第 46 条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似する事

業の目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第10章  部会及び委員会 
(部会) 

第47条  この法人の事業を推進するため、理事会は、その決議により、部会を設置することができる。 
2  部会の部員は、会員の中から理事会が選任する。 
3  部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める。 
(委員会) 

第 48 条  この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置する

ことができる。 
2  委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。 
3  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める。 

第11章  事 務 局 
(設置等) 

第49条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
3  事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承諾を得て任免する。 
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
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(備置き帳簿及び書類) 
第 50 条  事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、正会員及び債権者の閲覧に供するものと

する。 
(1)  定款 
(2)  事業報告 
(3)  事業報告の附属明細書 
(4)  貸借対照表 
(5)  損益計算書 (正味財産増減計算書) 
(6)  貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の附属明細書 
(7)  監査報告 
(8)  その他法令で定める帳簿及び書類 
2  前項の他、事務所には法令の定めるところより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するも

のとする。 
(1)  議決権の代理行使に係る代理権を証明する書類、議決権行使書面及び電磁的方法による議決権の行使に係

る記録については正会員 
(2)  社員総会議事録又は社員総会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録については正会員及

び債権者 
(3)  理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録については裁判所の許

可を得た正会員及び債権者 
(4)  会計帳簿については総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員 

第12章  情報公開及び個人情報の保護 
(情報公開) 

第 51 条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に

公開するものとする。 
2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 
(個人情報の保護) 

第52条  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 
2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
(公告) 

第53条 この法人の公告は、電子公告による。 
2  やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

第13章  補  則 
(法令の準拠) 

第54条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 
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